
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引きの概要 

 本手引きは、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域（イエローゾーン）及び津波災害特別
警戒区域（オレンジ・レッドゾーン）の指定を円滑に行うため、指定基準や指定等の手続きに関する事項を中心に
とりまとめたものであり、本県における津波防災地域づくりの推進に資することを目的とするものです。 

本手引きの目的 

本手引きの位置付け 

 これまでの津波対策は、主に海岸堤防等のハード整備を中心に行ってきましたが、東北地方太平洋沖地震による
津波のような大規模な津波に備え、「災害には上限がない」ことを教訓に、「なんとしても人命を守る」ためには、
ハードとソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による津波防災地域づくりを進めていく必要があることから、
「津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）」が定められました。 
 この法律では、国土交通大臣による基本指針の策定、都道府県知事による津波浸水想定の設定、市町村による推
進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関
する事項のほか、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備、津波災害特別警戒区域に
おける一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等が定められています。 
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津波防災地域づくりに関する法律について 

本手引きは、この津波災害
警戒区域（イエローゾー
ン）や津波災害特別警戒区
域（オレンジゾーン）の指
定基準や指定の手続き等を
とりまとめたものです。 

図 津波防災地域づくりに関する法律の実施フロー 

 本手引きは、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、国、県、市町等が連携・協力して推進する津波防災地
域づくりに関する施策のうち、都道府県知事が指定することができる津波災害警戒区域（イエローゾーン）及び津
波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定を円滑に行うため、指定基準等をとりまとめたものです。 

図 津波防災地域づくりに関する法律の解説資料（国土交通省資料） １ 



津波災害警戒区域の指定の手引きの概要 

 津波災害警戒区域（イエローゾーン）は、津波が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれ
がある区域で、当該区域の危険度・安全度を津波浸水想定や基準水位により住民等に「知らせ」、いざという
ときに津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波に関する予報又は警報の発令及び
伝達、津波避難訓練の実施、避難場所や避難経路の確保、津波ハザードマップの作成等による警戒避難体制を
特に整備すべき区域です。 

津波災害警戒区域（イエローゾーン）とは 

津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定基準 

 津波災害警戒区域（イエローゾーン）は、津波浸水想定に定める浸水想定区域（レベル２津波、浸水深１㎝
以上の区域）を基本とします。 
 ただし、市町が策定する津波避難計画における避難対象地域等との整合を図るため、津波浸水想定区域に関
する事項や地域コミュニティ等に関する事項を踏まえ、地域の実情に留意して、安全側を見てこの浸水想定区
域より広めに設定することを可能とします。 

 区域指定の手続きに先立ち、県から沿岸各市町に対して津波災害警戒区域の県案を示し、当該区域の指定に
係る検討（指定の必要性、バッファゾーンを設定する場合の考え方等）を要請します。この要請に対して津波
災害警戒区域の指定が必要と回答した市町から、以下の①～⑫の流れで指定に向けた手続きを進めます。 

指定の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

 警戒区域（イエローゾーン） 

 

○津波浸水想定に定める浸水想定区域（浸水

深１cm以上の区域）が基本 

○避難対象地域との整合を図るため、以下の

事項を踏まえ、地域の実情に留意して広め

に設定することも可能 

 ・津波浸水想定区域に関する事項 

 ・地域コミュニティ等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※解除（変更）の場合は、指定手続きに準ずる。 
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※⑧，⑨，⑪，⑫は同時に実施 

図 津波災害警戒区域の指定の手続きの流れ 

図 津波災害警戒区域のイメージ図 
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 津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）は、津波災害警戒区域（イエローゾーン）のうち、津波が発生し
た場合に、建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、津波から
逃げることが困難である防災上の配慮を要する住民等が当該建築物の中に滞在していても津波を「避ける」こ
とができるよう、一定の社会福祉施設、学校及び医療施設の建築とそのための開発行為に関して、建築物の居
室の高さや構造等を津波に対して安全なものとすることを求める区域です。 

津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）とは 

津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定基準 

 津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）は、津波浸水想定に定める浸水想定区域（レベル２津波、浸水深１㎝
以上の区域）のうち、「基準水位2.0m以上の区域」を基本とします。 
 また、レベル１津波による浸水深に津波が建物等に衝突した際のせり上がり高を加えた水位が2.0m以上の区域が、
上記区域より広い場合、県と市町の協議により、当該区域を追加することを可能とします。 
 区域境界としては、上記条件を満たす10m×10mメッシュそのものとしますが、地域の実情等を踏まえ、県と市町
の協議により、安全側を見て広く設定することを可能とします。 

 区域指定の手続きに先立ち、県から沿岸各市町に対して津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の県案を
示し、当該区域の指定に係る検討を要請します。この要請に対して津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）
の指定が必要と回答した市町から、以下の①～⑭の流れで指定に向けた手続きを進めます。 

指定の手続きの流れ 

① 区域設定の確認、住民等説明に係る調整 

② 指定図書（案）の作成・提出 

③ 関係住民への特別警戒区域指定に関する説明・周
知、津波対策全般に関する説明・意見聴取 

④ 関係団体等への特別警戒区域指定に関する説明・
周知、津波対策全般に関する説明・意見聴取 

⑤ 指定図書（案）の確定・提出 

⑥ 特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定の案
の公告・縦覧 

⑦ ⑥に対する意見書の提出 

⑧ 関係市町長への意見聴取 

⑨ ⑧に対する意見 

⑩ 指定の公示 

⑪ 公示図書の関係市町長への送付 

⑫ 公示図書の縦覧 

⑬ 指定通知 

⑭ 指定図書のデータ送付 

※⑩，⑪，⑬，⑭は同時に実施 
図 津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定の手続きの流れ 

図 津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）のイメージ図 
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津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引きの概要 

 

※解除（変更）の場合は、指定手続きに準ずる。 
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津波災害特別警戒区域：
（オレンジゾーン）

＋ ＋

レベル１津波による浸水深に津波が建物等に衝突
した際のせり上がり高を加えた水位が2.0m以上の

区域の方が広い区域を追加することを可能

レベル２津波の基準水位2.0mの区域境界

津波浸水想定（レベル２津波）の
「基準水位2.0m以上の区域」が基本

オレンジゾーンの区域境界

市町独自の津波浸水シミュレーションの結果や
町丁目界、地域活動の実施単位、地形地物等を踏まえ、
基準水位2.0m以上の区域より広く設定することを可能



◆津波災害警戒区域等の指定を円滑に進めるため、県が策定する区域指定に関する手引きについて、技術的・ 
 専門的な見地から意見や助言等を行うことを目的とした有識者等で構成する「静岡県津波災害警戒区域指定 
 検討委員会を設置し、平成26年２月から平成27年９月までの１年８ヶ月の間に計５回の会議を開催し、区域 
 の指定基準や指定の手続等に関する検討を行ってきました。 
◆第１～２回検討委員会で、津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定基準等について検討し、検討結果を 
 踏まえて昨年11月に指定の手引きを策定しました。第３～５回検討委員会では、津波災害特別警戒区域（オ 
 レンジゾーン）の指定基準や指定の手続き等の検討を行いました。 
◆本手引きは、検討委員会での検討結果を踏まえ、昨年11月に策定した「津波災害警戒区域の指定の手引き」 
 に津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定基準や指定の手続き等に関する項目を追加して、作成し 
 たものです。 

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引きの検討経緯 

第１回静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 H26.2.14 

H26.12.17～22 津波災害警戒区域の指定案の提示、市町への指定に関する検討要請 

「津波災害警戒区域の指定の手引き」の策定 H26.11.26 

第２回静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 H26.6.11 

H26.9.24～10.22 「津波災害警戒区域の指定の手引き（案）」に対するパブリックコメント 

第３回静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 

第４回静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 

第５回静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 

H26.12.2 

H27.3.16 

H27.9.11 

H28.3.22 津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定案の提示、市町への指定に関する検討要請 

「津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引き」の策定 H27.12.25 

H27.11.11～12.9 「津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引き（案）」に対するパブリックコメント 

氏 名 所 属 ・ 役 職  分 野 備 考 
委員長 福和 伸夫  名古屋大学減災連携研究センター長・教授  建築耐震工学、地震工学、地域防災 
委員 牛山 素行  静岡大学防災総合センター副センター長・教授  自然災害科学、災害情報学、豪雨災害 
〃 柄谷 友香  名城大学都市情報学部教授  都市防災計画、都市地域計画 
〃 原田 賢治  静岡大学防災総合センター准教授  津波工学 
〃 五十嵐 崇博  国土交通省中部地方整備局河川部長  行政（国）  第１～２回 
〃 勢田 昌功      〃   〃  第３～５回 
〃 北川 雅己  焼津市役所危機管理部長  行政（市町）  第１回 
〃 秋山 藤治      〃   〃  第２～４回 
〃 寺尾 隆之      〃   〃  第５回 

静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会 委員構成 

検討経緯と今後の予定 

＜内容＞・検討委員会設立の背景 
      ・津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定基準（案）の検討 
      ・指定等の手続き（案） 

＜内容＞・津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定基準（案）等の検討 
      ・津波災害警戒区域の指定の手引き（案） 

＜内容＞・津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定基準（案）等の検討 
      ・津波災害特別警戒区域等の指定の手引き（案）について 等 

＜内容＞・津波災害警戒区域の指定の手引きの策定報告 
      ・津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定基準（案）等の検討         

＜内容＞・津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）の指定基準（案）の検討 
      ・津波災害特別警戒区域等の指定の手引き（案）について 等 

４ 

津波災害警戒区域等の指定による「津波防災地域づくり」の推進に向けた提言 H27.10.13 
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